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流域治水の実効性を高めるために，流域治水の特徴を明確にして，効果的な方策や課題を検討する．流

域治水の特徴として①治水計画は重層構造であること②流域対策は各治水計画で共有されること③施策や

情報も同様に共有されることに着目し，流域水収支を基本にあらゆる関係者が共有するシナリオ型の行動

計画（流域治水計画：仮称）の必要性を示す．そして流域治水計画において共有する事項や計画の法的位

置づけについて検討する．また，流域対策と河川対策の役割分担を検討し，流域対策の持続性，継続性を

確保する仕組みの必要性を示した. 河川対策では，洪水調節施設等の増加による不確実性の高まる中，流

域治水の安全基盤として計画高水流量の確保の重要性を示し，河道整備の加速化等とともに新たに堤防等

の機能向上の重要性を示した．  

 

     Key Words: watershed water balance, uncertainty of flood control plan, climate change, 

Basic policy for river improvement, flood damage countermeasure plan in basin  

 

 

 

1. はじめに 

 

気候変動の影響により降雨量及び洪水流量の増加が想

定されている 1)．このため，河川整備基本方針の見直し

により，基本高水，計画高水流量の見直しの作業が行わ

れ，そこでは後述するように洪水調節施設等の調節流量

が増加する傾向にある 2)．増加する基本高水の流量の減

少や不確実性の高い洪水調節効果を補うために流域対策

は重要となる 2)．こうした流域対策を河川対策と併せて

効果的に実施する流域治水プロジェクトが全国で展開さ

れている．現在の流域治水プロジェクトでは，個々の治

水対策の集約となっており，目標や効果の評価も個別で，

有機的な実効性の高い計画としては不十分である． 

 本研究では，流域治水の特徴を明確にして，2 章で計

画立案の視点から，3 章で治水効果の視点から実効性の

高い計画のあり方を提案する．計画立案の視点では，①

流域における治水計画は，重層構造であること 2)②流域

対策の施設は，各治水計画で共有されること③流域にお

ける施策や情報は，あらゆる関係者で共有されることと

３つの特徴を踏まえ，流域水収支を基本にあらゆる関係

者に共通するシナリオ型の行動計画（流域治水計画：仮

称）2)が実効上必要であることを示す．シナリオは，地

域の課題を流域治水関連の複数の計画等の有機的な連携

により，解決するための脚本である．治水効果の視点で

は，治水計画において流域対策と河川対策の役割分担及

び不確実性について考察し，流域治水の安全基盤として

の河道，堤防対策の重要性を示し，対応策を示唆する． 

 

2. 流域治水計画（仮称）の必要性と具備すべき

内容 

 

(1) 流域治水計画(仮称)の構造 

流域は，図-1 のように流域水収支に関係する河川の

本，支川流域や下水道排水区，水防やまちづくりの基本

単位である行政区，基盤となる自然環境や地形等，地理

的に重なっており，重層構造を成している．各層に存在

する計画も同様に重層関係にある 2)．こうした治水計画

の重層構造は，対象外力（大規模降雨，台風性長時間降

雨，雷雨性集中豪雨等）の気象現象と関係している．岡

安らは，「水害リスクに関する共有知」として，水害の
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原因となる降雨の形態（発生要因と時空間的な気象擾乱

範囲等：一般的にメソα，メソβ，メソγに分類）に応

じて水害の規模や形態が異なり，リスクの内容と影響も

異なるとしている．7)そしてメソγの降雨では下水道や

小河川，メソβの降雨では主に中河川，メソαの降雨で

は大河川における水害と関連付けている 7)． 

  流域治水では，個々の計画を統合し，図-1 の中央の

柱に相当する関係者の共有するシナリオと行動計画（流

域治水計画（仮称））を作成する必要がある．また，流

域治水は，ハザード対策としての治水計画と暴露・脆弱

性対策としての水防・避難やまちづくり等の防災を中心

とした地域計画等の２つの計画群から構成され，一体的

に両輪となって実現される． 

 

(2) 流域治水計画における共有事項 

流域対策は，重層的な治水計画において共有利用され，

流域の貯留施設の貯留効果は，降雨の規模やパターンに

よって異なる．このため各治水計画において流域貯留施

設等の評価を行い，目標量を明確にして流域貯留施設等

の最適な配置，運用を今後考える必要がある．これには

流域水収支が重要で，流域水収支分布図 8)を各計画で作

成し，洪水水量における貯留量の割合などの評価を行う

必要がある．計画毎の効果等により，流域貯留施設等の

設置，維持管理等の費用負担を考えなければならない． 

流域治水において，あらゆる関係者が連携，協働する

ためには，施策や情報の共有が不可欠である．最も基本

となる情報の治水安全度は，(1)で示すように治水計画

毎に重層的に存在している．治水計画の重層構造をレー

ダーチャートで示すと，市町村や地区毎の地先安全度は，

図-2 のように，計画毎に超過確率年を対数軸で整理し

て示すことにより，対象河川や下水道等のそれぞれの安

全度がわかり，総合的な地域の安全度及び安全度バラン

スがわかる．レーダーチャートに計画規模，整備前，後

を示すことで治水事業の進捗も見ることができる．実例

として図—3のように滋賀県では，治水の重層的な構造 

     

       図-1 流域治水の重層構造 

を示す「地先の安全度」9)を用いて流域の抱える水害リ

スクを共通の認識としている．地先の河川や水路での洪

水到達時間の違いを考慮して，各N時間雨量を同一確率

で作成する中央集中型の仮想降雨を用いて，流出，氾濫

の解析を行って「地先の安全度マップ」（最大浸水深図，

最大流体力図等）を作成している．これらを流域治水の

基礎情報として住まい方や土地利用，水防や避難等に役

立てている．ハザード対策の情報として，地先の河川等

の安全度をレーダーチャートで示し，暴露・脆弱性対策

の情報として安全度マップのような段階的浸水想定区域

図等を示すと，治水の実情や効果を可視化できる． 

 さらに，まちづくりの観点から，災害ハザードエリア

（レッドゾーン，イエローゾーン）の情報共有が重要で

ある．これも浸水被害防止区域等のハザード対策と浸水

想定区域等の暴露・脆弱性対策の双方から区域が指定さ

れる．流域治水においては，治水計画の重層的な構造を

理解の上，ハザード対策と暴露・脆弱性対策の双方を施

策において統合していくことが重要であり，そこから政

策的な対策や情報が生まれる． 

 河川対策においても，流域水収支を検討することによ

って本支川等の流量及び治水安全度のバランスを考え，

治水安全度と併せて治水計画のシナリオ及びロードマッ

プを共有することになる． 

 

(3) 先行事例からの検討 

一部の地域では，流域治水計画の作成を実践している

ところがあり，シナリオ型の行動計画の必要性が認識さ

れている．先進的に流域治水に取り組んでいる事例を表

-1 に示し整理する．各事例に共通しているのは，地域

主体の任意計画において地域のビジョンや目標を関係者

が共有し，共通のシナリオのもとに喫緊の治水課題に対

して機動的な対応を可能にしていることである．シナリ

オを持つ行動計画（流域治水計画）が，流域治水の関係

者の共通目標となり，流域治水に基づく連携，協働の核

の必要性を示している． 

表—1 流域治水計画の事例 

 

 

(4) 流域治水計画(仮称)の法的位置付け 

流域治水計画（仮称）は，河川管理者等の治水のみな 
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   図-2 流域治水安全度（イメージ） 

 

らずまちづくりや環境保全等の様々な分野の施策により

構成される計画のため，法定化は難しい．現実的には任

意のもとに流域治水協議会等を設定し，関係者の合意形

成で行動計画を策定，改訂して災害対応，気候変動のよ

うな環境の変化や社会の変化，技術革新などに順応的，

機動的に対応している．巴川のように先行して行動計画

の改訂を行い，後から必要に応じて法定計画の改訂を行

う方法が合理的かつ効率的である．ただし，総合治水と

同様，民間に委ねる措置等は，持続性，継続性に対して

担保がなく，不確実性が高くなる．治水計画において公

的資金の投入も視野に入れた恒久的な措置を考えると水

循環基本法に基づく水循環基本計画において災害への対

応として流域治水が位置付けられていることから，下位

の流域水循環計画もしくはその行動計画として流域治水

計画(仮称)を位置付けることが考えられる．また，法定

化されていない項目のみ，例えば民間等の流域対策につ

いて流域水循環計画に位置付けることも考えられる.さ

らに総合治水と同様に条例で位置付けることも考えられ

る．施策の重要性，実効性等を考慮して流域治水計画の

法定化を考えることは重要である． 

 

3. 流域対策と河川対策の役割分担の検討 

 

(1) 流域水害対策計画の分析 

流域治水で，流域対策と河川対策の役割分担を定量的

に具体的に示すことが重要である．このため，流域水害

対策計画を分析し，分担関係を考察する．特定都市河川

は，市街化の進展により河川整備で被害防止が困難な河

川に加え，自然的条件により困難な河川を対象に拡大し

ており，32水系397河川が指定され，18箇所の河川で流

域水害対策計画が策定されている．(2025,3,31時点) 

 流域水害対策計画は，表-2 のように浸水原因による

パターン分けができる．通常の河川改修では，早期効果

発現の難しいとされる，市街化の進展及び低平地等の流

域における河川の流下能力不足（流下能力不足型），狭

窄部や山間狭隘部等流水の流下支障（流下ネック型），  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 滋賀県地先の安全度 

 

支川合流部等における水位上昇・排水困難による外水・ 

内水氾濫（排水困難型）及び，それらの複合をパターン

の対象とした．流下能力不足型は，総合治水からの継続

や法改正以前の対象河川に多く，改正後にも見られる．

流下ネック型は，狭窄部や山間狭隘部のみならず河道付

け替え等人工河川の制約によるものもある．排水困難型

は，本川のバックウォーターの影響と低平地の排水困難

に起因しており，ポンプ排水と排水先の河川整備のセッ

トになることが多い．流下能力型は，目標を流量で定め

ているが，流下ネック型は目標を流量と貯留施設の貯留

量で定めている．排水困難型は，目標を氾濫量や湛水量

で定めており，効果としてそれらの削減を目指している．

河川整備は，河川整備計画に基づいているため，目標は

流量となり，流域対策の役割が増してくると，貯留量や

氾濫量・湛水量というボリュームでの評価を用いること

になる．このため，流域水収支を用いることで降雨量と

流域に存在する水量の分布の関係が明らかになり，効果

的な治水方策を検討することができる． 

表—2 流域水害対策計画におけるパターン分類 

 

 

(2) 気候変動による河川整備基本方針の見直し 

気候変動による影響で一級水系において流量を見直され

た計画（27水系 39基準地点）では，基本高水流量が図-

4 のように増加している．(2025.3.31時点)気温の 2℃上昇

で降雨量が 1.1 倍から 1.15 倍 1)と言われており，流量も

1.1～1.2倍未満の増加が 49％と多く，平均で 1.17倍とな

っている．1 倍を割っているのは，抜本的に計画を見直

した利根川水系の黒子地点（小貝川）の 0.82倍のみで 
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図-4  基本高水流量の変化率 

ある．これは既往最大洪水（S61.8）対応から，他水系

と同じ考え方で確率規模 1/100に見直したことによる． 

 

(3) 気候変動の影響と流域対策 

治水計画の見直しでは，流域対策を計画に位置付け，

流量を分担しているものは無い．現時点では定量的に安

定して見込め，長期的に持続性、継続性を確保できるも

のがないためであろう．今後，治水効果，投資の妥当性，

制度の持続・継続性の確立が課題となる． 

 流域治水は，2 章(1)で記述したように治水計画の重層

構造で構成されており，流域水害対策計画のように流域

対策を位置付け，治水計画上分担量を持つ計画では，施

策の持続性，継続性を確保する仕組みを導入して恒久化

することが重要である．また流域対策は，重層的な他の

治水計画においても共有することが可能であり，分担量

を持たない治水計画においても，貯留の観点から実質的

に何らかの効果を期待でき，治水計画の不確実性を補完

する役割を果たすことも考えられる．このため，2 章(2)

で記述したように治水計画毎に作成された流域水収支分

布図を活用し，貯留効果等を把握する必要がある．流域

対策の恒久化にあたっては，法定計画への位置付けや貯

留機能保全区域等の施策の持続性，継続性を担保する仕

組みを特定都市河川のみならず気候変動により流量増加 

する一般の河川においても構築する必要があると考える． 

 

(4) 気候変動の影響と河川対策 

河川対策では，河道流量及び洪水調節施設等の調節流

量の新旧計画の増加率と分担率を算出し，実効性の観点

から課題と対応策を検討した．新旧計画の増加率から河

道及び洪水調節施設等の実現可能性について流域の特徴

や制約が読み取れる．河川周辺の土地利用や河道の安定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性等の関係から河道の流量を増やすことが難しい河川が

多く，洪水調節施設等の新規設置は立地が限られており，

既存ダムの再開発や利水ダム等の事前放流などを見込め

る洪水調節施設等の調節流量を増やす傾向にある 2)．ま

た，新旧分担率からは，新旧増加率と同様流域の特性や

河道と洪水調節施設等の治水の効率や効果について読み

取れる．洪水調節施設等の調節流量は，降雨等の現象や

洪水調節施設等のその時の状況で効果量に変動を伴うた

め，この分担率が高い計画では，実効上の不確実性に留

意することが重要である． 

新旧増加率は，図-5のとおりで，河道の増加率1のま

まの地点が 12地点もある．洪水調節施設等では，見直 

し前に 0(位置付けなし)の 9地点(図-5の※)の内，5地点

(図-5 の新規増)が新たに分担することになった．河道で

平均的な増加率は1.08倍，洪水調節施設等では，倍率の

出ない新規増加を除いて平均 1.37倍と河道より高い傾向

にある．新旧分担率は，図-6 のとおりで，河道は平均

で 0.8から 0.75まで下がり，洪水調節施設等は，0.2から

0.25 まで上がった．河道及び洪水調節施設等の分担率は，

見直し前後で図-7 のように相関が高く（相関係数 0.9），

今回の見直しでは，各河川同様の分担の変化傾向（河道

減，洪水調節増）を示している．見直し前の計画は，ダ

ムの環境に与える影響や水需要の鈍化等の観点から，ダ

ム建設を見直しできるだけ河道を中心に流量を確保して， 

不足分を洪水調節施設等で確保する傾向にあった．河道

では，河川周辺の市街化が進み，拡幅は難しい所が多く，

河道内の掘削も堤防防御や河道の安定，河川環境の保全

等の観点から制約を受ける．このため，利水ダム等の事

前放流や既設施設の再開発など既存施設の活用により分

担率の向上が見込める洪水調節施設等を増やしてきた．

さらに不足する流量は，新たな貯留・遊水機能の確保と 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 治水計画見直しによる増加率 
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図-6 治水計画見直しによる分担率 

図-7 見直し前後の分担率の関係 

なる．見直しで新たに洪水調節施設等を位置付けた 5地

点では，利水ダムの再開発や事前放流，遊水地等での対 

応を考えており，可能性はあるとしているものの実効性

において不確実性が高まっている． 

 

(5) 実効性の向上に向けた検討 

気候変動による洪水流量増加への対応では，流域対策

は計画上分担量を有せず，河川対策のみとなっている． 

河川対策は，前述のとおり河道より洪水調節施設等の分

担率が上がり，洪水調節施設等の実効性が問われる．洪

水調節施設等の調節流量は不確実性が高く，例えば，事

前放流の効果は，1 級水系太田川の試算例では基本方針

の計画検討対象洪水(14 洪水)において基準地点で約 110

～1690㎥/sと大きく変動している 10)．このため，計画上

の分担率よりも河道や堤防への負荷が大きくなる可能性

があり，河道や堤防の信頼性や機能の向上を図ることが

重要となる．堤防の余裕高の活用など機能の向上を図り，

洪水調節施設等の調節流量の不確実性を補うことが水害

リスクの低減において重要となる.  今後，治水計画の不

確実性がより厳密に問われることになり，治水計画の立

案の段階から実施の段階において不確実性の存在や影響

を考慮し，データ収集（例えば多点水位観測）から解析，

設計方法（例えば準三次元洪水流解析による流れの解析

や流域水収支分析，河道計画や堤防構造）に至るまで新

たな技術体系を構築する必要がある． 

 

(6) 治水計画の観点から不確実性の考察 

河川整備基本方針では，基本高水のピーク流量の決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

において，気候変動を考慮した雨量データの確率による

検討（主要洪水波形群）に将来気候でのアンサンブル予

測降雨波形の結果等を用いて発生の可能性の検討等を行

う総合評価により，主要洪水波形群において妥当性のあ

る値の最大値を採用している 11)．治水計画に存在する不

確実性や防御する人命や資産等の重要性に基づき安全側

で採用したものである． 

 洪水への対応は，河道と洪水調節施設等の組み合わせ

であるが，不確実性の少ない河道での対応力を知ること

は，治水計画や防災計画の立案上重要なことである．そ

こで計画高水流量と各主要洪水波形群の半数を超える流

量及び各主要洪水波形群の平均の流量との関係を調べた．

洪水流量にバラツキがあるため，平均的な値と比較した． 

 計画を見直した 27 水系の各主要洪水波形群において

半数を超える流量（以降「50％カバー流量」という）及

び各平均の流量（以降「平均値の流量」という）と計画

高水流量，基本高水のピーク流量を整理すると図-8 の

とおりとなる．平均値と 50％カバーの流量は各河川で

ほぼ同じで，計画高水流量も洪水調節施設等のない河川

以外では，一部バラツキはあるものの平均値及び 50％

カバーの流量とほぼ同じ流量を示している．この４つの

流量については，各々の間で相関性（相関係数0.91以上）

が高いことが確認できた．計画高水流量と平均値の流量

の関係を比率で見ると図-9 のようになり，その平均値

は 0.95となった．参考に河川整備基本方針検討小員会の

資料からデータの入手できた見直し前（旧計画）の計画

高水流量と平均値の流量の比(図-9の※，計13箇所)の平

均値は1.03であった．今回河道の分担率の減少の結果小

さくなった．相関で見ると図-10 のように相関性がある．

河道内調節の多い荒川や洪水調節のない富士川ではばら

ついているが，計画高水流量は主要洪水波形群の平均値

の流量に近いことが分かった．50％カバー流量も，平均

値の流量とほぼ同じ（相関係数 0.99）ため、同様の結果

となり計画高水流量に近い値となる．この結果，計画高

水流量は，平均値の流量及び 50％カバー流量にほぼ相

当していることがわかる．実際には主要洪水波形群の

50%をカバーしている箇所は，39箇所の内12箇所の3割

であるが，計画高水量が 50%カバー流量より数％小さい
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ためである．（図-8）計画高水流量は，計画目標の降雨

で生起する主要洪水波形群の平均的と考えられる流量に

ほぼ相当し，治水安全の基盤となる流量である．河道の

能力が低いと洪水の発生する可能性が高まるため，河道

対策の重要性に鑑み，河道対策の加速化による流下能力

の量的確保と併せて，安定的な河道や堤防の質的確保，

さらには堤防の余裕高の活用など機能向上を図る新たな

河川整備が求められ，実現方法の確立が必要である．3

章(5)でも記述したとおり，新たな方法として，一級水

系太田川では，多点水位観測のデータに基づく準三次元

洪水流解析から洪水の全エネルギー水頭を算出し，堤防

の安全性評価及び余裕高の活用を提案している 12)．また，

福岡は流域水収支のみならず流域土砂収支から安定的な

河道等の確保に向けた検討を行っており 8)，新たな河川

整備の実現に向けての方向性が示されている． 

 

４. まとめ 

 

気候変動の影響による大きな外力の変化に対して，従 

 

図-8 主要洪水波形群の平均値の流量，50％カバー流量等

 

図-9 計画高水流量と平均値の流量の比 

 

図-10 計画高水流量と平均値の流量の相関関係 

来の個々の治水対策から治水計画の重層構造を踏まえた 

流域治水へ転換し，河道対策を基本に洪水調節施設等や 

様々な流域対策を，課題に応じて流域水害対策計画のパ

ターン分類（表-2）で行っているように効果的に組合せ

ることが重要である． 

 流域治水の実現（社会実装）には，流域の全員が総力 

戦で行う必要があり，核となる治水シナリオと行動計画

（流域治水計画：仮称）が不可欠となる．また，流域治

水の実践は，まちづくりや環境保全等も含めた地域のビ

ジョンの実現であり，地域の課題解決を図るものである．  

本研究において，流域治水計画の構造や共有すべき事項

を提案した．重要なことは，重層的な治水計画の構造を

踏まえ，各流域水収支を基本に計画間で流域の貯留施設

等の効果的な共有，地先治水安全度や災害ハザードエリ

ア等の情報共有であり，様々な関係者の連携，協働の核

となる行動計画の存在である．  

 また流域治水の実効性を高めるために，流域対策は，

施策の持続性，継続性を確保する仕組みが必要であるこ

とを示した．河川対策では，洪水調節施設等の調節流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の分担率の増加に伴い不確実性が高まる中，流域治水の

安全基盤として計画高水流量の確保の重要性を示し，河

道の流下能力向上の加速化と安定的な河道及び堤防の確

保，さらには堤防等の機能向上による新たな河川整備の

重要性を示した． 
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STUDY OF THE EFFECTIVE FLOOD CONTROL PLAN FOR FLOOD CONTROL 

IN BASIN 

 

Takashi OZAWA and Shoji FUKUOKA 

 
In order to enhance the effectiveness of flood control in basin, we clarify the characteristic of flood control 

in basin and study effective measures and issues. From the point of view that flood control in basin has the 

three characteristics, ①multilayered structure of plan, ②sharing basin countermeasures, ③sharing policy 

and information, we show that it is necessary for all persons concerned to make action programs with 

common scenario based on the watershed water balance. We study common items in each flood control 

plan in basin and clear legal status of flood control plan in basin. We study roles of the basin countermeas-

ures and roles of the river countermeasures in flood control in basin and show that it is necessary to establish 

the mechanism for sustaining and continuing the basin countermeasures. During increasing uncertainty of 

the river countermeasures by increasing the number of flood control facilities, we show importance of se-

curing designed-flood discharge for the safety base of flood control in basin, and show importance of ac-

celerating the improvement of river channel and raising the function of levee , etc newly.      
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